
  

 

 

 

 

 

★文化祭点描★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

■令和 6年 5月改正道路交通法が可決・成立！ 自転車の違反に「青切符」 

自転車乗車時のヘルメットの着用が努力義務となっています。着用義務化が

始まる前に、本校では来年度から新たに「令和 7年度自転車通学許可届」提出

の際に、自転車乗車時のヘルメットの確認が必要になります。ヘルメットのな

い生徒には「令和７年度自転車通学許可」は出せません。新しく変わるルール

ですが、改正道路交通法にあわせた社会のルールです。 

令和 6年 11月 1日に施行された「ながら運転」の罰則化、スマホを手に保持

したまま通話する行為や操作する行為など、自転車運転のマナーと事故防止が

急務な課題となっています。生徒の皆さんも自転車乗車マナーについて考えて

みましょう。 
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■編集後記 

文化祭の成功は生徒皆さんの熱心な取り組みの成果です。三学期も充実した高 

校生活を送れるように体調管理にも気を付けて、お互いに頑張りましょう。 

三学期の始業式は 1月 8日（水）17:35～、その後に 1、3限の授業がありま～す！ 

 

学年末に向けて冬休みを有意義に過ごす！   

■明日から冬休みです!! 計画的に過ごしましょう 

新しい年に目標を立てて、学年末に向けて計画的に準備をしましょう！二学期の学

習の成果を振り返って、不得意科目の克服や実習作品の完成度を高めるための工夫な

どを考えてみましょう。 

■寒い日が続きます… 健康管理に気を付けましょう 

風邪、インフルエンザ、新型コロナウィルスなど感染予防のための手洗い・うがい

を心掛けて、十分な睡眠を取り健康管理に努めましょう。「受診勧告書」をもらった

人、持病のある人はこの休みを利用して治療しておきましょう。 

■休み中には以下の点にも気を付けてください！ 

  休み中は SNS やゲーム等でスマホを使用する時間が増える傾向にあります。SNS

の利用には十分に注意してください。LINE や X（旧ツイッター）でのトラブル、不

適切な画像や動画の投稿、有害サイトへのアクセス、出会い系サイトでの性被害、安

易な個人情報の掲載などスマホの利用から様々な問題に巻き込まれる場合がありま

す。スマホやゲーム等の利用には一定の時間制限を決めることも有効です。 

■SNS 等を利用したアルバイト募集には慎重な対応を！ 

  仕事内容を明らかにせずに高額な報酬を示唆したりする求人サイトや無料求人誌

が存在します。「闇バイト」と呼ばれる特殊詐欺や強盗などの実行犯を募る内容で事

件に巻き込まれることもあります。安易に応募せず、注意深く慎重な対応をしましょ

う。大阪府内においても高校生が逮捕される事案が発生しています。 

■飲酒や喫煙行為について 

  成長期の身体への影響を考え、未来の自分に責任を持てるように、また法令（未成

年者の喫煙及び飲酒を禁止する法律）を守る態度も大切です。その他、薬物の乱用（大

麻や危険ドラッグ等）やオーバードーズと呼ばれる市販薬の過剰摂取など、大切な自

分自身の心身を守るためにも安易な行動はしないようにしてください。 

■下記に学校連絡先と主な教育相談機関を掲載しています。 

■第二工芸高等学校・工芸高等学校定時制の課程連絡先  

電話：06-6623-0150（12月 28日～1月 4日までは学校閉庁日です） 

■大阪府教育委員会主催の主な相談窓口 

『LINE相談』大阪府教育センター 

毎週 日・月・火・水・木曜日 19：00～22：00 

  ※金・土曜日で相談ができる日、日～木曜日のうち相談が 

お休みの日は LINEでお知らせします。      

右記の二次元コードから友だち登録してください。 

『すこやか教育相談 24』 

電話：0120-0-78310(無料)  24時間対応の電話相談窓口です。  

『すこやか教育相談』大阪府教育センター 

   「すこやかホットライン」(子どもからの相談) 

      電話：06-6607-7361  Eメール：sukoyaka@edu.osaka-c.ed.jp 

   「さわやかホットライン」(保護者からの相談) 

      電話：06-6607-7362  Eメール：sawayaka@edu.osaka-c.ed.jp 

電話相談：月曜日～金曜日 9：30～17：30 (祝日・年末年始は休みです) 

Eメール相談：24時間窓口設置 (但し回答は後日) 

   FAX相談(06-6607-9826)：24時間窓口設置 (但し回答は後日) 

   面接相談：学校を通しての予約が必要です。(祝日・年末年始は休みです) 

『子ども家庭相談室』被害者救済システム 

子ども専用無料電話（フリーアクセス）：0120-928-704 

保護者等（通話料がかかります）：06-4394-8754 

月・火・木曜日 10：00～20：00 (祝日・休日・年末年始は休みです) 

大阪府教育委員会が運営する、権利擁護機関の相談窓口です。 

■令和 6年度前期生徒会執行部 八橋生徒会長より  

 今年ももう終わり･･･今年もたくさんの思い出ができましたね。七夕まつ

り、皆さんにたくさんの願い事を書いてもらいました。皆さんの願いは叶い

ましたか？文化祭は、前夜祭から当日まで大盛り上がりでした。各クラスの

看板もこだわりがあり、みなさんの熱意が伝わってきました。私が感じたの

は、今年はコスプレが少なかったことです。工芸定時制のおもしろ企画とし

て、来年度は先生方も交えたコスプレ企画なんてどうでしょうか？次期生徒

会の皆さんにはもっと盛り上がる企画をお願いしたいと思います。 

教育後援会、保護者の皆さま、先生方のご支援とご協力に感謝致します。

生徒の皆さん、そして生徒会執行部役員の皆さん、ご協力ありがとうござい

ました。今後とも工芸定時制生徒会活動への積極的な参加をお願いします。

「みんなで創ろう生徒会行事！」 

 

 

 


